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指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護サービス 

重要事項説明書 
 

当事業所の利用をご希望される皆様が、安心してサ－ビスを利用いただけますよう、当事業所の概要、サ－ビスの

内容および契約上の留意事項などについて、下記のとおりご説明いたします。 

 

【１】事業所の概要 

事 業 所 名 勤医協ショートステイもなみの里（短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護） 

所 在 地 札幌市南区石山１条１丁目１２－１５ 

事業所番号 ０ １ ７ ０ ５ ０ ９ ９ ５ ４ 

管理者・連絡先 
管理者名： 岩佐 雅寿 

電話番号： ０１１－５８８－２９４０ 

開設年月日 平成２６年６月１日 

 

【２】事業の目的 

社会福祉法人 勤医協福祉会が開設する勤医協ショートステイもなみの里 (以下「事業所」という。)において実施す

る指定短期入所生活介護事業及び指定介護予防短期入所生活介護事業の適正な管理運営を確保するために、必

要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、適切

なサービスを提供することを目的とします。 

 

【３】当事業所の運営方針 

事業所は、要介護状態及び要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限り住み慣れた地域で自分らし

く暮らせるよう、短期間の施設生活を通じて、必要な日常生活上の世話や健康管理、機能訓練等のサービスを提供し、

利用者の社会的孤立感の解消や心身の機能維持および利用者家族の介護負担軽減が図られることを目指します。 

 

【４】当事業所の職員の職務及び、体制 

 

【５】利用定員  20名 （1ユニット１０×２ユニット） 

 

【６】当事業所の提供サービス  

①居室の提供     

②食事の提供    朝食８時、昼食１２時、夕食１８時 (個人の状況に応じて提供します。) 

③入浴の提供    入所期間に合わせ、週２回と同程度実施します。 

④介護の提供    ケアプランに沿って、介護計画を作成し食事、着替え、排泄、おむつ交換、洗面、入浴等必要な

介護を行います。作成した介護計画は利用者または家族に交付し、同意を得ます。 

⑤機能訓練      

⑥健康管理     看護職員による健康管理を行います。 

⑦生活行事     四季折々の季節を感じる行事を行います。 

職 種 職 務 内 容 員 数 等 

1）管 理 者 

事業所の従業者の管理、業務の実施状況の把

握、その他の管理及び従業者に必要な指揮命令

を行います。 

 

1名 

2）生 活 相 談 員 利用者の相談、援助等を行います。 2名以上 

3）介 護 職 員 利用者の介護業務を行います。 50名以上 

4）看 護 職 員 利用者の保健衛生並びに看護業務を行います。 1名以上 

5）医 師 
利用者の健康管理、診断、必要な医療処置を行

います。 
１名 

6）機能訓練指導員 
利用者が日常生活を営むために必要な機能の減

衰を防止するための訓練を行います。 
1名以上 

7）管理 栄 養 士 利用者の栄養管理を行います。 １名 
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⑧送迎の提供    居宅と施設間の送迎を行います。 

⑨介護相談      

 

【７】通常の送迎地域 

札幌市内全域とします。悪路や天候、交通状況により時間がかかることがあります。 

 

【８】利用料金  

介護保険適用のサービスについては、１割もしくは２割または３割が利用者負担となります。ただし、介護保険の給

付範囲を超えたサービスについては、全額自己負担となります。また、介護保険適用外の費用として、食費と滞在費が

かかります。 

① 利用者負担金の目安（別紙の利用料金表に表記）・・・表は 1 日あたりの金額を記載しているため、１ヶ月分の計算

と若干異なる場合が生じます。（介護職員等処遇改善加算Ⅰ<14％>、含み、地域区分７級地<１単位単価 10.1７円

>で計算しています） 

② 運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額自己負担）  

※ 滞在費と食費に係わる費用については、別表の利用料金表に基づき全額自己負担となります。但し、「負担限度

額認定」を受けている場合には、認定証の負担限度額としますので、必ずご提示下さい。 

※ 通常の送迎の実施地域を超えて送迎をおこなった場合は、通常の送迎の実施地域を超えた地点から片道 1 ㎞ 30

円の送迎料金とします。 

※ 利用者がまだ介護認定を受けていない場合や居宅サービス計画が作成されていない場合は、サービス利用にか

かる費用の全額を一旦お支払いただきます。介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い

戻されます。(償還払い) 

※ 介護保険の給付額に変更があった場合、変更内容に応じた負担額となります。 

※ その他、教養・娯楽費等に別途材料費等が発生する場合、サービス提供等の記録の複写を希望する場合は、実

費負担となります。 

 

【９】利用料金の支払い方法 

前記【８】の料金・費用は１ケ月ごと計算し、請求書は利用月の翌月２０日までに送付します。お支払いは金融機関から

の引落としを基本とさせていただきます。（手数料は事業所負担）支払いが確認された後、領収書を送付します。 

 

【１０】サ－ビスの中止・変更等の連絡について 

（１） 利用者の事情でサ－ビスの利用を中止あるいは変更する場合には、予め連絡してください。 

（２） 契約全体を解除することができます。その際の費用については一切かかりません。 

 

【１１】緊急時・事故発生時・夜間の対応について 

（１） サ－ビス提供中の事故や利用者の体調が急変した場合などについては、すみやかにご家族への連絡をとるとと

もに、必要な措置を行います。事故については、現因を解明するとともに、再発防止にむけた対策を講じます。 

（２） 夜間休日に看護職員の対応が必要な際は、待機看護職員へ連絡をとり対応を行います。 

（３） 事業所の責めに帰すべき事故については、速やかに損害賠償を行います。 

 

【１２】非常災害時の対策について 

非常災害に備えて消防計画及び風水害、地震等の災害に対する指針及び業務継続計画を作成し、その責任者を

定め以下の措置を講じます。 

（１）委員会を概ね 3 ヵ月に 1回以上開催すると共に、職員に周知徹底します。 

（２）非常災害に備え年に 2 回定期的に避難、救出、その他必要な訓練（内 1 回は夜間又は夜間想定訓練）を

実施します。訓練の実施に当っては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

（３）非常災害時に必要な備蓄品を揃えます。 

 

【１３】相談・苦情・虐待等に対する体制と手順 

（１） サ－ビス等に関する相談や苦情等に対する窓口は、下記のとおりです。 

相談・苦情・虐待の窓口 担当職員：岩佐 雅寿         電話番号：０１１－５８８－２９４０ 

（２） 苦情処理の体制および手順について 

① 苦情がよせられた場合には、詳しく状況把握し、関係する職員等からの聞き取りを行います。 

② 苦情等については、事業所として苦情処理委員会を中心に検討し、対応します。 

③ 寄せられた苦情の内容及び対応の経過等を記録し、その都度職員に回覧などで周知することで再発防止に役立

てるようにします。 
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その他公的機関においても、苦情申し出等ができます。 

北海道国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

中央区南２条西１４丁目 国保会館 

電話番号：０１１－２３１－５１７５ 

札幌市南区役所  保健福祉課 南区真駒内幸町２丁目        電話番号：０１１－５８２－２４００ 

札幌市豊平区役所  保健福祉課 豊平区平岸６条１０丁目      電話番号：０１１－８２２－２４００ 

札幌市白石区役所  保健福祉課 白石区本郷通３丁目北   電話番号：０ １ １－８６ １－２４ ０ ０ 

札幌市中央区役所 保健福祉課 中央区南３条西１１丁目 電話番号：０１１－２３１－２４００ 

札幌市清田区役所 保健福祉課 清田区平岡１条１丁目  電話番号：０１１－８８９－２４００ 

札幌市厚別区役所 保健福祉課 厚別区厚別中央１条５丁目電話番号：０１１－８９５－２４７１ 

 

【14】高齢者虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の養護・虐待防止のため、次の措置を講じます 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その結果について、従業者に周知

徹底を図ります。 

（２） 虐待防止のための指針を整備します 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します 

（４） 上記措置を適切に実施するための担当者を置きます 

（５） 利用者（入居者）とその家族、従業者からの相談窓口を置き、それを周知します 

（６） 事業所はサービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者による虐待を受けたと思われる利用者（入居

者）を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します 

 

【15】身体拘束等の適正化に関する事項 

・当該事業所は、サービス提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむ

を得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあって

も、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。ま

た、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことについて、事業

所等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容について記録しておく

こととします。 

２．身体拘束の適正化を図るために、以下の対応を行う 

 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を 3月に 1回以上開催すると共に、その結果について介護職

員その他の従業者に周知徹底を図る。また身体拘束等の適正化のための指針を整備し、介護職員その他の従業

員に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する 

 

【16】利用者の秘密保持について 

（１） 当事業所の従事者は、サ－ビス提供する上で知り得た利用者および家族に関する秘密を正当な理由なく第三

者に漏らしません。この守秘義務は、サービス利用解約後も同様です。 

（２） 当事業所は、個人情報の取り扱いについて下記に定める限り、利用者および家族の代表者等から同意をいただ

くことによって、情報を提供することとします。 

 

【17】 個人情報の取り扱いについて 

当事業所では個人情報の利用目的及び管理について別紙に定め、個人情報の取り扱いを厳密に行っています。

当事業所では、居宅サ－ビス計画にそって、ご利用者へのサ－ビスが円滑に効果的に提供されるために実施される、

サ－ビス担当者会議等、介護支援専門員とサ－ビス事業者あるいは主治医等との連絡･調整、学生実習及び職員の

学術研究において必要とされる場合、居宅サ－ビス計画の内容について、関係する行政機関および行政から委託を

受けた機関より報告や情報提供を求められた場合に、利用者およびご家族の個人情報を使用することがあります。使

用するにあたっての条件は、次のとおりです。 

① 個人情報の提供は必要最小限とし、関係者以外の者に漏れることのないよう注意をはらう。 

② 情報を使用する場合には、会議名、参加者名、内容等について、記録し保管する。 

③ 学術研究・調査活動により個人の情報が特定される場合は事前に説明し、同意を得た上で使用する。 
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【18】 提供するサービスの質の評価及び第三者評価の実施状況について 

利用者アンケート及び自己評価（質の評価）の取り組み あり 

 

  外部評価の実施 

実施の有無 なし 

実施した直近の年月日 なし 

実施した評価機関の名称 なし 

評価結果の開示状況 なし 

 

第三者評価の実施 

実施の有無 なし 

実施した直近の年月日 なし 

実施した評価機関の名称 なし 

評価結果の開示状況 なし 

 

【19】 重要事項の掲示 

１ 当該事業所（施設）の見やすい場所に、運営規定の概要、職員の勤務体制、協力医療機関、利用料その他

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示すると共にインターネット上で情報の閲覧が完結するよ

う、「書面掲示」に加え、福祉会ホームページに掲載します。 

 

【20】 生産性向上委員会 

１ 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員

会」を設置し、介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、職場における課題を分析し必要な対応につ

いて検討し、利用者の尊厳や安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に努めます。 
 

指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護 

サービス利用同意書 
 

勤医協ショートステイもなみの里 殿 

  

重要事項説明書 説明者：                    

 

介護サ－ビス契約の締結にあたり、重要事項説明書・個人情報の取り扱いについて説明を受け、理解したうえで同

意します。 

年   月   日 

 

利用者 氏 名                                     

 

                     代筆又は代理人 

 

 氏 名                                          

 

                     住 所                                          

 

（利用者との関係                 ） 

 

年   月   日 

 

家族氏名                                        

 

                    住  所                                         

 

                    （利用者との続柄                  ） 

 

 

 

2025年 11月 1日改訂 
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重要事項説明書 別紙 

勤医協ショートステイもなみの里 

指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所生活介護における 
 個人情報保護基本方針（個人情報の利用目的および管理について） 

１．当事業所が取得する個人情報の利用目的 

（１）当事業所が取得する個人情報の利用目的は下記の通りです。特定された利用目的達成に必要な範囲を越えた個人情

報の取扱いは行ないません。 

①事業所が利用者様に提供する介護支援、介護サービスの従業者及び、事業者への提供 

②介護保険事務に関わる行政へ提供 

③利用者様に係る当事業所の管理運営業務のうち 

 ・会計・経理に関わること 

 ・介護事故等の報告に関わること 

 ・利用者様の介護サービス向上に資するために関わること 

④当事業所が利用者様に提供する介護支援・サービスのうち 

 ・他の医療機関、薬局、介護サービス事業所との連携 

 ・サービス担当者会議 

 ・ご家族または後見人、補佐人、補助人もしくは利用者様の指定する方への説明 

⑤介護保険事務のうち 

 ・審査支払機関への請求書の提出 

 ・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

⑥介護賠償責任保険に係る、保険会社、弁護士への相談、届出 

（２）上記以外の利用目的（当該本人が識別される個人情報は提供しない） 

①介護サービスや業務の維持、改善のための基礎資料 

②当法人、事業所において行なわれる学生の実習への協力 

③当法人、連合会組織内において行なわれる学会、症例検討 

（３）他の事業所、監督機関への情報提供 

①事業所の開設届を行なっている自治体 

②関係法令に基づく行政機関、監督機関 

２．個人情報の適正な取得 

利用者様の個人情報を取得する際は、偽りその他不正の手段による個人情報の取得は行ないません。 

３．情報の正確性の確保 

 利用者様へのサービス提供に当たり、必要な範囲内で今情報の正確性、最新性の確保に努めます。 

４．安全管理措置、従業者の守秘義務、ボランティアへの教育 

①個人情報の安全管理のため、職員、臨時職員、契約職員への教育をおこない当規定に基づく事業運営をおこないます。

また、退職した職員について、就業上しり得た個人情報についての守秘義務を課しています。 

②ボランティアで本事業に協力をいただいている方々には個人情報保護の重要性をお知らせし、協力いただくように努めて

います。 

③個人情報は事業所内の所定の場所に保管し、営業時間外は施錠して管理します。電子情報はコンピュータのハードディ

スクに管理します。個人情報を事業所外に持ち出す場合は管理者の管理の下にこれを行ないます。 

５．第三者への提供の制限 

①利用者様の同意を得ない情報提供の第三者提供はおこないません。ただし、個人情報の主体となる方が、利用している

又は利用予定の、当法人外の事業所における、医療・介護サービスの提供及び調整を目的とした、個人情報の提供、共有、

閲覧については、特に申し出がない限り同意があるものとします。 

②利用者様の求めに応じて第三者提供を停止いたします。利用者様の求めがない場合は、利用者様への説明の範囲で、

第三者に情報を提供します。 

６．個人情報の公表、会議、訂正、利用停止等 

①保有する個人情報の利用目的は上記１．に記載しています。 

②ご本人から事業所の保有するご本人の個人情報の申出があった場合には、開示、訂正、情報の利用の停止、第三者提

供の停止を管理者の責任でおこないます。 

７．法令、基準、指導の遵守 

①この規定の施行について、行政から報告の徴収、必要な助言があった場合は真摯に受け止め処理します 

②事業所の義務規定（努力義務を除く）に違反し、個人の権利、利益保護のために必要がある場合における行政の勧告、

命令に従います。 

【個人情報保護に係る相談窓口】 
  法人相談窓口 個人情報取扱責任者（総務部） 

 電話 011-811-8002 FAX 011-811-0622  

e-mail：fukushikai@kin-fukushikai.jp ホームページ：https://kin-fukushikai. 

以  上 
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１日につき

要支援　１ 529単位 614 円 朝食 要支援　１ 4,195 円 4,809 円 5,423 円

要支援　２ 656単位 761 円 415 円 要支援　２ 4,342 円 5,103 円 5,864 円

昼食

550 円

要介護　１ 704単位 817 円 夕食 要介護　１ 4,398 円 5,215 円 6,032 円

要介護　２ 772単位 895 円 550 円 要介護　２ 4,476 円 5,371 円 6,266 円

要介護　３ 847単位 983 円 ＋ 要介護　３ 4,564 円 5,547 円 6,530 円

要介護　４ 918単位 1,065 円 合計 要介護　４ 4,646 円 5,711 円 6,776 円

要介護　５ 987単位 1,145 円 1,515 円 要介護　５ 4,726 円 5,871 円 7,016 円

第1段階・・・市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方、生活保護を受給している方

要支援　１ 529単位 614 円 要支援　１ 1,180 円

要支援　２ 656単位 761 円 要支援　２ 1,180 円

要介護　１ 704単位 817 円 要介護　１ 1,180 円

要介護　２ 772単位 895 円 要介護　２ 1,180 円

要介護　３ 847単位 983 円 要介護　３ 1,180 円

要介護　４ 918単位 1,065 円 要介護　４ 1,180 円

要介護　５ 987単位 1,145 円 要介護　５ 1,180 円

第２段階・・・市民税非課税で所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方

要支援　１ 529単位 614 円 要支援　１ 2,094 円

要支援　２ 656単位 761 円 要支援　２ 2,241 円

要介護　１ 704単位 817 円 要介護　１ 2,297 円

要介護　２ 772単位 895 円 要介護　２ 2,375 円

要介護　３ 847単位 983 円 要介護　３ 2,463 円

要介護　４ 918単位 1,065 円 要介護　４ 2,545 円

要介護　５ 987単位 1,145 円 要介護　５ 2,625 円

第３段階・・・市民税非課税で利用者負担段階が第１・２段階以外の方

要支援　１ 529単位 614 円 要支援　１ 2,984 円 要支援　１ 円

要支援　２ 656単位 761 円 要支援　２ 3,131 円 要支援　２ 円

要介護　１ 704単位 817 円 要介護　１ 3,187 円 要介護　１ 円

要介護　２ 772単位 895 円 要介護　２ 3,265 円 要介護　２ 円

要介護　３ 847単位 983 円 要介護　３ 3,353 円 要介護　３ 円

要介護　４ 918単位 1,065 円 要介護　４ 3,435 円 要介護　４ 円

要介護　５ 987単位 1,145 円 要介護　５ 3,515 円 要介護　５ 円

3,735

3,815

第３段階①

第３段階②

第3段階①
（年金収入80万円～120万円以下）

第3段階②
（年金収入120万円超え）

3,284

3,431

3,487

3,565

3,653

円

1000

1300

自己負担合計（加算含めず）

１日につき

介護保険

3割負担２割負担

介護保険
１日につき

食費

１日につき

滞在費

１日につき

＋ ＋ ＝

自己負担合計（加算含めず）

（３食として）

2,066 円

１日につき

１日につき

自己負担合計（加算含めず）

１日につき

円300

自己負担合計（加算含めず）

滞在費

＝

自己負担合計（加算含めず）

１日につき

880 円

＋

＋

滞在費

円 1370

１日につき

＋

食費

１日につき

＋

食費

１日につき

食費

＋

円

１日につき

１日につき

重要事項説明書　別紙

短期入所生活介護費（Ⅰ）

併設型ユニット型介護予防

併設型ユニット型介護

＊食費と滞在費は、所得に応じた負担軽減措置があります。申請により負担限度額認定証が発行さ
れ、段階に応じた以下の料金が適用されます

短期入所生活介護費（Ⅰ）

＝

１日につき

滞在費

＝

880 円

１日につき
１日につき

　勤医協ショートステイもなみの里利用料金表

短期入所生活介護費（Ⅰ）

併設型ユニット型介護

短期入所生活介護費（Ⅰ）

短期入所生活介護費（Ⅰ）

併設型ユニット型介護予防

短期入所生活介護費（Ⅰ）

併設型ユニット型介護

短期入所生活介護費（Ⅰ）

併設型ユニット型介護予防

併設型ユニット型介護予防

短期入所生活介護費（Ⅰ）

併設型ユニット型介護

600

※持参した、電化製品や貸し出し用のテレビなどを使用した場合は電気代として　1日30円

裏面あり



送迎（片道） 184 単位 片道につき 214 円 427 円 641 円
必要と認められる利用者に対して、居宅と事業所間の送迎を行った場合算
定

看護体制加算（Ⅰ） 4 単位
１日につき
介護給付のみ

5 円 10 円 15 円 常勤の看護師を１名以上配置している場合算定

看護体制加算（Ⅱ） 8 単位
１日につき
介護給付のみ

10 円 19 円 28 円
常勤換算法で、看護職員を１名以上配置し、訪問看護ステーション等と２
４時間連絡体制を確保しながら、健康上の管理を行った場合算定

看護体制加算（Ⅲ）イ 12 単位
１日につき
介護給付のみ

15 円 29 円 43 円
常勤の看護師を１名以上配置し前年の利用者総数のうち要介護3以上の占め
る割合が70％以上である場合算定

看護体制加算（Ⅳ）イ 23 単位
１日につき
介護給付のみ

27 円 53 円 80 円
常勤換算法で、看護職員を１名以上配置し、訪問看護ステーション等と２
４時間連絡体制を確保しながら、健康上の管理を行い前年度の利用者総数
のうち要介護3以上の占める割合が70％以上である場合算定

口腔連携強化加算 50 単位 １月につき 58 円 116 円 174 円

事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得
て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、評価結果を情報提供した
場合、１月に１回に限り算定。算定実績がある歯科医療機関の歯科医師又
は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、事業所の従業者からの相談等に
対応する体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること。

看取り連携体制加算 64 単位

１日につき（死
亡日及び死亡
日以前30日以
下について、７
日を限度）

75 円 149 円 223 円

看護体制加算（Ⅱ）または（Ⅳ）イもしくはロを算定していること。もし
くは看護体制加算（Ⅰ）または（Ⅲ）イもしくはロを算定しており、か
つ、短期入所生活介護事業所、または、病院、診療所、訪問看護ステー
ション、本体施設の看護職員と24時間連絡できる体制を確保しているこ
と。看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に利用者・その家族等に内
容を説明し、同意を得ている事で算定

夜勤職員配置加算Ⅱ 18 単位
１日につき
介護給付のみ

22 円 43 円 64 円 夜勤を行う介護・看護職員が最低基準を１以上、上回っている場合算定

機能訓練指導員配置加
算

12 単位 １日につき 15 円 29 円 43 円
専任の機能訓練指導員（看護師または准看護師、理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、鍼灸師）を常勤
で廃止している場合に算定。

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

22 単位 １日につき 26 円 51 円 77 円
介護福祉士の有資格者が80％以上又は、勤続10年以上の介護福祉士の有資
格者が35％以上配置されている場合算定

療養食加算 8 単位
１回につき
（個別対応者
のみ）

10 円 19 円 28 円
主治医の発行する食事せんに基づき、糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃
潰瘍食、貧血、膵臓病食、高脂血症食、痛風食等を提供した時に算定

緊急短期入所
受入加算

90 単位
１日につき
介護給付のみ

105 円 210 円 315 円

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所
生活介護を緊急に行った場合の指定短期入所生活介護を行った日から起算
して７日（利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事
情がある場合は１４日〉を限度として算定

医療連携強化加算 58 単位
１日につき
介護給付のみ

68 円 135 円 202 円
急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主事の
医師と連携が取れない等の場合における対応にかかわる取り決めを事前に
行い厚生労働大臣の定める基準に適合する状態にある場合に算定

在宅中重度受入加算
（ハ）

413 単位
１日につき
介護給付のみ

479 円 958 円 1,437 円
居宅において訪問看護を受けている方が、ショートステイ中にも訪問看護
の職員により、医療行為や健康管理を行った時に算定

生活機能向上連携加算
（Ⅱ）

200 単位
１月につき
（個別対応者
のみ）

232 円 464 円 696 円
外部の理学療法士等が事業所を訪問し共同してアセスメント、利用者の身
体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を３カ月に一回以上行う

個別機能訓練加算 56 単位
１日につき
（実施日のみ）

65 円 130 円 195 円
理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、短期入所生活介護事業所の利
用者に対して計画的又は期間を定めて行った機能訓練について算定。

認知症専門ケア加算
（Ⅰ）

3 単位
１日につき
（個別対応者
のみ）

3 円 6 円 9 円
介護を必要とする認知症の方（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの方について、
条件を満たした事業所が専門的な認知症ケアを行った場合について算定。
認知症介護実践リーダーの配置

認知症専門ケア加算
（Ⅱ）

4 単位
１日につき
（個別対応者
のみ）

5 円 10 円 15 円
介護を必要とする認知症の方（日常生活自立度Ⅲ、Ⅳ又はMの方について、
条件を満たした事業所が専門的な認知症ケアを行った場合について算定。
認知症介護指導者の配置

若年性認知症
利用者受入加算

120 単位
１日につき
（個別対応者
のみ）

140 円 279 円 418 円
若年性の認知症の方が利用される場合（６５歳の誕生日の前々日までが対
象となります）で、本人、家族の希望を踏まえたケアを提供するに当たり
算定

認知症・
心理症状
緊急対応加算

200 単位
１日につき
（個別対応者
のみ）

232 円 464 円 696 円
医師が認知症の行動・心理症状が認められる為在宅での生活が困難であ
り、緊急にショートステイを利用することが適当と判断した場合。入所日
から７日を限度として算定可能

2024.8改定

その他加算料金

１割 ２割

※表は介護職員等処遇改善加算Ⅰ（14％）を含み、１単位１０.17円で計算した、１日あたりの目安金額です。
（利用料金表と加算料金に関して）１か月分の計算と異なる場合が生じます

3割


